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市からのお知らせ

　　 11月1日時点で弘前市に住民登録のある対象者に、
11 月上旬に案内はがきを送付します。弘前市に住民
登録をしていない対象者には送付されませんが、案内
はがきをお持ちでない場合でも、当日会場にお越しい
ただければ参加できます。また、病気やけが等の特別
な事情を除き、対象者以外（家族）は会場へ入場でき
ません。車いすが必要な人や付添人がいる場合は事前
にお知らせください。なお、開催方法等に変更が生じ
た場合は、市ホームページなどでお知らせします。
■■時令和８年１月 11 日㈰、午前 11 時から 
■■所市民会館（下白銀町）　
■■内二十歳の宣誓、アトラクションなど
■■対 平成 17 年４月２日～平成 18 年４
月 1 日生まれの市内在住者や市内の
学校に在籍した人など
■■問生涯学習課（☎ 82-1641）
 

　星と森のロマントピアは、11 月１日㈯から全館を
一時休業し、今後のあり方について協議を継続して行
うこととなりました。
　詳細は決まり次第、お知らせします。
■■問星と森のロマントピア（☎ 84-2288） 

令和７年度 弘前市二十歳の祭典の案内発送

星と森のロマントピア 一時休館のお知らせ

今月の納税

納期限

 12/1㈪
納税には便利な
口座振替をぜひ
ご利用ください。

平日の日中に納税相談ができない人のために、
夜間・休日に納税相談日を設けています。夜間・休日納税相談

夜 間 納 税 相 談 11月17日㈪～21日㈮の午後５時～７時30分
休 日 納 税 相 談 11月23日㈰㈷の午前９時～午後４時
納期限までに納付できない事情がある人は、未納のままにせず、ご連絡ください。
夜間・休日納税相談では、電話相談や、市税・国民健康保険料などの納付もできます。

■■問収納課（市役所２階、☎40-7032、☎40-7033）

※特別な理由がなく納付や連絡がない場合は、滞納処分を執行することがあります。

市・県民税・森林環境税
国民健康保険料
介護保険料
後期高齢者医療保険料

第３期
第５期
第５期
第５期

市長車座ミーティング実施団体市長車座ミーティング実施団体のの募集募集
　市長と市政に関して直接意見交換を行う団体を募集
します。
■■時午前 10 時～午後８時 30 分のうち、60 分間
■■所申込団体が指定する市内の会議室など
■■対市内に在住・在勤または在学している、おおむね５
人以上 15 人以下の参加が見込まれる団体
※営利目的、宗教・思想・政治活動等の目的で開催し
ようとする団体を除く。
■■申開催希望申込書を記入の上、窓口、郵送、ファクス、
Ｅメール／開催希望月の前月 10 日まで（閉庁日の場
合は直前の開庁日まで）
※審査後に、決定または非決定の通知書を送付します。

注 意 事 項 同一月に申込団体が複数の場合は、抽選で
決定します／会場の予約・準備は申込団体が行ってく
ださい／会場使用料、食事代（市側出席者を除く）等
は申込団体で負担してください／要望や苦情を引き受
ける場ではありませんので、ご配慮をお願いします／
開催時には、各報道機関の取材を受けることがありま
す／開催結果は、写真を添えて市ホームページで概要
を公表します。
■■問広聴広報課（市役所２階、〒 036-
8551、 上 白 銀 町 １ の １、 ☎ 35-
1194、■■F 35-0080、■■E kochokoho
@city.hirosaki.lg.jp）

　工事内容やスケジュール等について
は、今後、広報ひろさきや市ホームペー
ジに掲載します。また、岩木山とセッ
トで眺めることがで
きる本丸展望デッキ
も 11 月 24 日以降
撤去しますので、ぜ
ひ長期休館前にご覧
ください。
■■問公園緑地課

（☎ 33-8739）

弘前城天守弘前城天守曳曳
ひきひき

戻し工事・戻し工事・
保存修理工事保存修理工事に伴うに伴う天守長期休館天守長期休館
　市では、重要文化財である弘前城天守の曳戻し工事
と耐震補強を含む保存修理工事を予定しており、以下
の期間で長期休館します。
休 館 期 間 令和７年 11 月 24 日から数年間
　天守は、毎年４月１日から 11 月 23 日まで一般公
開され、同月 24 日から翌年３月 31 日までは冬季閉
鎖しています。令和８年７月以降に天守を本丸南東隅
の天守台に曳戻す予定ですが、そのための工事が今年
の冬季閉鎖以降から始まります。また、曳戻し後は約
70 年ぶりとなる天守の保存修理工事に入るため、次
の天守の内部公開は令和 15 年度を想定しています。

新 規 認 定 企 業 一 覧　認定日９月１日
 【サービス業】………… ㈱大成コンサル
 　　　　　　　　   ㈱めいどいんひろさき
 【医療】………………… （一財）愛成会
 【測量業】……………… 北村技術 ㈱
 【建設業】……………… ㈱長谷川建設
　　　　　　　　　 ㈱弘都電気
　　　　　　　　　 ㈱永澤興業
 　　　　　　　　   嶋津電気㈱
　　　　　　　　　 ㈱弘前水道
 　　　　　　　　　　　和電工業㈱

「健康都市弘前」推進企業 新たに 10 社を認定「健康都市弘前」推進企業 新たに 10 社を認定
　「健康都市弘前」推進企業とは、「健康都市弘前」の
実現に向け、従業員の働き方の見直しや職場での健康
づくりなどに積極的に取り組み、市の認定を受けた企
業のことです。認定を受けた企業は、広報ひろさきや
市ホームページなどで随時紹介していきます。
認 定 の 種 類 お よ び 認 定 部 門 
基本認定…休暇制度の充実、生活 ･ 余暇支援、多様な
人材の活用、健康、仕事・家庭の両立支援
部門別認定…健康増進、子育て支援、女性活躍推進、
移住応援
※基本認定を受けた企業は、部門別認定の申請ができ
ます。
■■申随時受け付けとし、認定時期は年４回を予定（令和
７年度は、残り２回を 12 月と令和８年３月に予定）。 ■■問商工労政課雇用支援係（☎ 35-1135）

弘前市賃上げ応援奨励金弘前市賃上げ応援奨励金
　従業員の賃上げに取り組む中小企業者等を応援する
ため、奨励金を交付します。
■■対市内に本社または本店を有する中小企業者等（特定
非営利活動法人、公益法人等、協同組合等を含む）／
代表者が市内に住所を有し、かつ事業所を市内に有す
る個人事業主
■■内 令和７年４月１日から令和８年２月 28 日までに、月
給や時給などをベースアップで 2.5％以上引き上げ、賃
上げ後の賃金を支払った場合に、対象従業員１人につ
き５万円（１事業者あたり上限 100 万円）を交付します。

■■申市ホームページ内の弘前市電子申請・届出システム
／ 11 月４日㈫の午前 10 時エントリー開始
注 意 事 項 賃上げ後の賃金を支払った事業者のみがエ
ントリーできます／エントリーは先着順で受け付け
し、予算額に達するまでの事業者が交付申請の対象と
なります／他にも要件がありますの
で、奨励金制度の詳細はホームペー
ジでご確認ください。
■■問弘前市賃上げ応援奨励金事務局

（☎ 30-9170）

 

　市では、11 月１日㈯から、家庭から出るごみを特
定の人以外が持ち去る行為を禁止します。持ち去り行
為を繰り返す人には、最大で 20 万円の罰金が適用さ
れますので、絶対に行わないでください。
　また、ごみの持ち去りを発見した際は、持ち去りを
行った人の特徴や自動車のナンバー、行為のあった日
時などをお知らせください。直接注意するとトラブル
になる可能性がありますので、必ず市にご連絡くださ
い。ごみ集積所に持ち去り行為を禁ずる旨を掲示する
簡易的な看板を差し上げますので、必要な場合は環境
課にお問い合わせください。
■■問環境課廃棄物対策係（☎ 35-1130）
 

　不動産取得税は、土地や家屋を取得した際、取得者
に一度だけ課税される県の税金です。不動産の取得後、
納税通知書が送付されますので、指定された納期限ま
でに納付してください。一定の要件にあてはまる場合、
不動産取得税が軽減となる制度があります。　詳細は、
県ホームページで確認するか、お問い
合わせください。
■■問中南県税事務所課税第二課（☎ 32-
1131、内線 329）

ごみの持ち去りに罰則が適用されます

不動産所得税のお知らせ

https://www.city.hirosaki.aomori.jp/oshirase/kyouiku/2023-hatachinosaiten.html
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/kocho/meeting/
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/sangyo/baseup2025.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/zaimu/zeimu/003_09fudousan.html
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/ishigaki/index.html

